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令和７年度 第 1 回三田市学校給食運営協議会 

議事録 

 
日 時：令和７年５月８日（月）１４：００～１４：５０ 

場 所：三田市ゆりのき台給食センター 

出席者：委 員／竹下会長、小野委員、安田委員、水津委員、藤井委員、足立委員 

    三田市／宮城課長、西田主幹、小東主幹、田所係長、差尾担当係長 

欠席者：山本副会長、武庫委員 

議 題：❏＜報告事項＞ 

     （１）令和７年度 学校給食にかかる予算の概要について 

（２）令和７年度 食育推進の取り組みについて 

（３）令和６年度 給食食材の放射能検査の実施結果について 

（４）令和６年度 給食異物混入状況について 

    ❏＜その他＞ 

     （１） 次回のスケジュールについて 

 

事務局（差尾） 【１．開会】只今から、三田市学校給食運営協議会を開会する。 

事務局（宮城） （挨拶） 

事務局（差尾） （本日の確認事項を説明） 

・ 配布資料確認 

・ 委員紹介 

・ 事務局紹介 

・ 協議会の成立 

事務局（差尾） ・ 以降の議事進行は竹下会長にお願いする。 

事務局（差尾） 【２．（１）令和 7 年度 学校給食費にかかる予算の概要について説明】 

竹下会長 ・ 事務局からのご説明に対して、ご質問、ご意見はあるか。 

委員 ・ 中学校給食費無償化のものが記載ないようであるが。 

事務局（宮城） ・ ここは歳出予算なので、歳入予算項目のものはあげていない。 

事務局（差尾） ・ 参考までに申し上げると、中学校給食費の無料化を行うことで、約

140,000 千円の歳入が入ってこないことになる。この相当分は、市で補

填することになる。 

委員 ・ 保護者から知らない、通知がないというお声を聞く。中学校給食費無料

化にかかるお知らせが必要ではないか。 

・ 「学校給食にかかる予算」ということであれば、歳出も歳入も両方の明

記が必要ではないか。 

事務局（差尾） ・ 無料化にかかる周知については、これまで広報誌４月号、給食だより４

月号で行ってきたところであるが、この件は部長指示もあって、5月 26

日の第１期口座引き落とし日までには、保護者あてお知らせしたいと考

えているところである。 
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委員 ・ 近日中にお知らせを発信されるとのこと、承知した。 

事務局（小東） 【２．（２）令和７年度 食育推進の取り組みについて説明】 

竹下会長 ・ 事務局からのご説明に対して、ご質問、ご意見はあるか。 

竹下会長 ・ 学校園で栽培した野菜等を給食に活用しているのか。 

事務局（宮城） ・ 幼稚園からたまねぎをいただいたりして、給食に使用するということは

あった。今後もそういう連携、取組ができればいいと考えている。 

委員 ・ 藍幼稚園にたまねぎを提供したのを覚えている。献立表にのせってもら

って子どもたちが喜んでいた。 

事務局（小東） ・ 平成６年度の実績（６件）を申し上げる。 

６月高平幼稚園からたまねぎ 

７/1 志手原幼稚園、広野幼稚園からたまねぎ 

７/2 三田幼稚園からたまねぎ 

10 月志手原小学校からかぼちゃ 

12/12 松が丘幼稚園から大根 

     1/11 高平幼稚園から白菜と大根 

事務局（田所） 【２．（３）令和６年度 給食食材の放射能検査の実施結果について説明】 

竹下会長 ・ 事務局からのご説明に対して、ご質問、ご意見はあるか。 

 ・ 特になし 

事務局（西田） 【２．（４）令和６年度 給食異物混入状況について説明】 

竹下会長 ・ 事務局からのご説明に対して、ご質問、ご意見はあるか。 

委員 ・ ゆりのき台給食センター管轄でも異物混入の事例があるが、各学校に 

対しての報告はあるのか。あまり聞いたことがない。 

事務局（西田） ・ 各学校には、連絡をいただいて、調査し、報告を行っている。また学期

ごとに市議会への報告を行っている。 

委員 ・ 例えば、ご飯に異物が入っている場合、炊くのを中止するのか、その部

分だけ取り除いて炊くのか。また、各学校で見つかった場合はどうか。 

事務局（西田） ・ 危険物かどうかによってくると思う。髪の毛の場合であれば、学校の判

断でそのご飯を取り除き、新しいものと取り換えて喫食する場合もあ

る。もし、ガラス片などの危険異物の場合は、学校の判断もしくはこち

らの判断で、喫食するのを中止するということになる。状況によって異

なる。 

委員 ・ 虫とか髪の毛とかなら、取り除くという判断もありかと思うのですが、

さっき例示でありましたガラス片などは、喫食を中止する事案だと思

う。 

１～２ケ月前にどこかの県で、危険異物の混入事例があった。起因は、

給食センターではなく教室で入ったそうだが、取り除いて喫食させた

というもの。これは学校判断だと思うが、こういうケースは即座に当該

校で喫食を中止するのはもちろんのこと、全市での喫食を止めるべき。 

事務局（西田） ・ 学校には異物混入マニュアルをお渡しして徹底している。清水山給食セ

ンターで一度あったことであるが、壁が剥がれて給食に入ったのではな
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いかという事例があった（結果、混入はなし）。このケースでは給食の

提供を取りやめ、ご迷惑をおかけしたことがあった。そのように“かも

しれない”の段階での管理を徹底している。見えているものだけではな

く、細菌など見えていないものまで排除するというのが国の求めている

衛生管理基準であるので、その遵守を徹底しなければならない。 

竹下会長 ・ その他、質問がなければ、只今、報告いただきました事業内容等につき

まして、効果的、効率的に推進していただき、引き続き、安心・安全な

給食の提供に努めていただくよう、よろしくお願いする。 

事務局（差尾） 【３．（１）その他 次回のスケジュールについて説明】 

・ 本来、この場でＲ６年度第１回目に申し上げておりました「学校給食セ

ンター整備基本構想」について、新施設を建設したい旨ご報告させてい

ただく予定だったが、内部の意思決定等々、進捗が遅れておりまして、

現時点で皆さまにお示しするものがない。大変申し訳ないが、次回、

次々回あたりの運営協議会にてご報告させていただくので、ご理解の

ほどよろしくお願いする。 

竹下会長 ・ 整備基本構想（案）がまとまり次第お示しされるということ。少しスケ

ジュールは後ろになりますが、その際は委員のみなさまご参集のほど、

よろしくお願いする。 

・ ここで、私の方からご報告申し上げる。 

以前、有機野菜の件でＪＡの学校給食部会の方々にアンケートを実施

したい旨申し上げておりましたが、ＪＡ、運営協議会委員の皆様、学校

給食課の皆さんのご協力のお蔭で、アンケートを無事終えている。只

今、集計作業中ですので、まとまり次第、皆さんにもご報告させていた

だく。 

竹下会長 ・ すべての議事を終え、進行を事務局にお返しする。 

事務局（差尾） 【４．閉会】これで、第１回運営協議会を終了する。 

事務局（西田） （挨拶） 

以上 


